
 

 

 

 

 

 

 

 

医療施設耐震整備事業 
補助金交付要綱  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年７月２５日  医第９９９号 

令和元年１０月３１日  医第３７０号 

令和２年１０月２７日 医第６９６号 

令和３年１１月 ５日 医第８９９号 

令和４年 ８月１８日 医第４０９号 

令和４年１１月 ９日 医第７３１号 

令和５年１１月３０日 医第７６２号 

令和７年 ３月１２日 医第１０８０号 

 令和８年 １月 ７日 医第1 0 3 5号 

 

 

 



 

 

 

（趣旨） 

第１条 県は、医療施設の耐震化又は補強等を行うことにより、地震発

生時において適切な医療提供体制の維持を図ることを目的として医療

施設の開設者に対して、予算の範囲内かつ国庫補助内示額の範囲内に

おいて補助金を交付する。  

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則

（昭和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 この補助金の交付の対象となる事業は、「災害医療対策事業等実

施要綱」(平成２１年３月３０日付け医政発第 0330007 号厚生労働省

医政局通知）に基づく医療施設等耐震整備事業とする。  

 

（事業計画の策定）  

第３条 補助金の交付を申請しようとする者は、事業に関する計画書及

び事業の実施に要する調書を、様式第１号別紙（１）から別紙（４）  

により作成し、別に定める日までに、知事に対して提出するものとす

る。 

 

（補助対象外経費）  

第４条 この補助金は、次の各号に掲げる費用については補助の対象

外とする。  

  （１）土地の取得又は整地に要する費用  

  （２）門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用  

  （３）設計その他工事に伴う事務に要する費用  

  （４）既存建物の買収に要する費用  

  （５）その他施設整備として適当と認められない費用  

 

（交付額の算定方法） 

第５条 当該事業に対する交付額は、次の規定により算出するものとする。

ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、こ

れを切り捨てるものとする。  

 （１）別表第１の第１欄に規定する基準額と同表第２欄に規定する対象

経費に係る支出額とを比較して、少ない方の額を選定する。  

 （２）（１）による選定額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除

した額とを比較して、少ない方の額に別表第１の第３欄に規定する

調整率及び第４欄に規定する補助率を乗じて得た額を交付算定基礎

額とする。 

 

 



 

 

 

（申請書の様式等） 

第６条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号によるものとし、

補助金の交付の申請をしようとする者は別に定める日までに、知事に対

して申請書を提出するものとする。 

  なお、申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相

当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除でき

る部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方

消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなけれ

ばならない。 

  ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない場合においては、この限り

ではない。 

 

 

（添付書類） 

第７条 規則第４条第２項第１号、第２号及び第４号に掲げる事項に係る

書類は、これを要しない。 

２ 規則第４条第２項第５号に規定する知事の定める事項は、次のとおり

とする。 

  （１）工事設計図、工程表、工事仕様書及び工事仕訳書 

 （２）配置図又は敷地図（補助対象区域を明示）、各階平面図（補助  

   対象区域を明示するとともに各室の用途を示すもの。）、立面図 

  （３）工事仕訳書 

  （４）歳入歳出予算書の抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄に

明記すること。） 

  （５）その他参考となる資料  

 

（軽微な変更） 

第８条  規則第６条第１項第１号の規定により知事が定める軽微な

変更は、次のとおりとする。  

 （１）当該補助事業により整備する建物の設置予定敷地内における設     

置場所の変更で、機能を著しく変更しないもの。  

 （２）事業に係る建物の規模、構造又は用途の変更で当該建物の機能に

著しい変更を生じさせないもの。  

 

（変更申請手続） 

第９条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更

して変更交付申請を行う場合には、第６条及び第７条に準じた手続に

従い行うものとする。 

 

（交付の条件） 



 

 

 

第１０条  この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

 （１）事業に要する経費の配分を変更する場合には、速やかに知事の承

認を受けなければならない。  

 （２）事業の内容のうち次のいずれかを変更（軽微な変更を除く。）す

る場合には、速やかに知事の承認を受けなければならない。  

  ア 建物の設置場所 

  イ 建物の規模、構造又は用途  

 （３）事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに知事の承

認を受けなければならない。 

 （４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難にな

った場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければな

らない。 

 （５）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物につ

いては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定により

厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、知事の承認を受けない

で、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。  

 （６）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。  

 （７）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

その効率的な運営を図らなければならない。  

 （８）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収

入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補

助事業の完了の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管してお

かなければならない。 

 （９）補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に

付するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。  

 （10）補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいか

なる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に

請け負わせることを承諾してはならない。  

 （11）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合 (仕入

控除税額が０円の場合を含む。）は、様式第６号により速やかに、

遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに

知事に報告しなければならない。  

        なお、補助事業を実施する者（以下、「補助事業者」という。）

が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）

であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は



 

 

 

本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告  を行っている場合

は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。  

        また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、

当該仕入控除税額を県に返還しなければならない。  

   (12)この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金

等の交付を受けてはならない。  

   (13)この補助金を補助対象経費以外に使用してはならない。  

   (14)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならない。  

   (15)耐震構造指標であるＩｓ値が０．３未満の建物を有する病院の新

築建替えを行う場合は、整備区域の病棟の病床数を１０％以上削減

し、そのまま病院全体の医療法の許可病床数を削減すること。ただ

し、県の医療計画上病床非過剰地域においては、病床削減を必要と

しないが、増床を伴う整備計画でないこと。   

 

 （交付決定通知書の様式）  

第１１条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりと

する。 

 

 （補助金の概算払） 

第１２条 知事は、必要があると認めるときは、予算額の範囲内において

概算払をすることができる。  

 

 （遂行状況報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の遂行状況 について、知事から

要求があったときは、速やかに 様式第３号により知事に報告しな

ければならない。  

 

 （実績報告書の様式等）  

第１４条 規則第１３条に規定する実績報告書の様式は、様式第４号のと

おりとし、その提出期限は事業完了後１５日以内、又は各事業年度の３

月３１日のいずれか早い日までに提出しなければならない。  

  なお、繰越により補助事業が翌年度に引き続き行われるときは、補助

金の交付決定に係る事業年度の３月３１日までに様式第７号による報告

書を知事に提出して行わなければならない。  

  加えて、第６条に定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報

告書（年度終了実績報告を除く。）を提出するに当たって当該補助金の仕入れに係

る消費税等相当額が明らかになったときには、これを当該補助金から減額して報告

しなければならない。 

    

 （添付書類） 

第１５条 前条の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければなら



 

 

 

ない。 

（１）経費所要額精算書 

（２）施設整備事業実績報告書  

（３）財源内訳書 

（４）当該事業に係る歳入歳出決算書（見込み）抄本  

（５）補助事業完了後の補助対象事業の概要を示す写真  

（６）工事請負契約書、領収書、検収調書等の写し  

（７）補助事業完了後の建物の補助対象区域の平面図、面積表及び工事

精算仕様書 

（８）その他参考となるべき資料  

 

 （確定通知書の様式等）  

第１６条 規則第１４条に規定する確定通知書の様式は様式第５号のとお

りとする。 

  

 （補助金の返還） 

第１７条 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その金額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その

超える部分について返還を命ずるものとする。  

 

 （暴力団の排除）   

第１８条  補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項につい

て補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をも

ってこれに同意したものとする。  

２ 知事は、補助事業者が同意した前項の誓約事項が虚偽であり、又はこ

の誓約に反したことが判明した場合、当該補助金の交付の決定の全部若

しくは一部を取り消し、又は変更することができる。  

 

 （その他） 

第１９条 この交付要綱に定める補助対象事業については、第１条第２項

の規定にかかわらず、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び厚生労働省所管補

助金等交付規則（平成１２年厚生省・労働省令第６号）の適用がある。  

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。  

  

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。  

 



 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から適用する。  

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から適用する。  

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から適用する。  

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。  

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から適用する。  

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から適用する。  

 



 

 

 

別紙 

暴力団排除に関する誓約事項  

 

  当事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事

業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないこ

とを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことに

より、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。  

  

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力

団排除条例（平成 23 年埼玉県条例第 39 号）第２条第１号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人であ

る場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理

事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、

暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）であるとき。   

 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用する

などしているとき。   

 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は

便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力

し、若しくは関与しているとき。  

 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社

会的に非難されるべき関係を有しているとき。  

 

（５）補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その

他の契約（以下「委託契約等」という。）を締結する場合に、その相手

方が（１）から（４）までのいずれかに該当することを知りながら、当

該者と契約を締結したと認められるとき。  

 

（６）補助事業を実施するに当たり、法人等が、（１）から（４）まで

のいずれかに該当する第三者と委託契約等を締結する場合（（５）に該

当する場合を除く。）に、埼玉県が法人等に対して当該委託契約等の解

除を求め、法人等がこれに従わなかったと認められるとき。  

 

 

 

 



 

 

 

別表第１（第５条関係）  

 

１基 準 額  ２対 象 経費  ３調 整 率  ４補 助 率  

（１ ） 補強 が 必要 と認 め ら

れる も の（ （ ２） を除

く工 法 によ る もの ）  

  基 準面 積  

  2,300 ㎡ ×84,100 円  

 

（２ ） 上記 補 強を 免震 化 工

法に よ り実 施 する 場合  

  基 準面 積  

  2,300 ㎡ ×92,510 円  

 

（３ ） 耐震 構 造指 標で あ る  

Ｉｓ 値 が０ ． ４未 満の

建物 を 有す る 第二 次救

急医 療 施設 等 （（ ５）

を除 く 工法 に よる も

の）  

  基 準面 積  

  2,300 ㎡ ×399,800 円  

 

（４ ） 耐震 構 造指 標で あ る

Ｉｓ 値 が０ ． ３未 満の

建物 を 有す る 病院 （第

二次 救 急医 療 施設 等は

除く ） （（ ５ ）を 除く

工法 に よる も の）  

  基 準面 積  

  2,300 ㎡ ×399,800 円  

 

（５ ） （３ ） 及び （４ ） の

補強 を 免震 化 工法 によ

り実 施 する 場 合  

  基 準面 積  

  2,300 ㎡ ×439,780 円  

 

 医 療 施設

耐震 整 備と

して 必 要な

新築 、 増改

築に 伴 う補

強及 び 既存

建物 に 対す

る補 強 に要

する 工 事費

又は 工 事請

負費  

既存 病 床数 の 割

合に よ る調 整

(前 年度 ３月 31

日現 在 ）  

 

既存 病 床数 が 医

療計 画 上の 基 準

病床 数 に占 め る

割合 (精 神 病

床、 感 染症 病

床、 結 核病 床 、

療養 病 床、 一 般

病床 の 合計 ）  

(1)105％以 上  

  0.95 

(2)105％未 満  

  1.00 

０． ５ ０  

（注）１ 建築面積が基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面

積とする。 

２ 建築単価が基準単価を下回るときは、当該建築単価を基準単

価とする。 


